
近年，知的財産権の保護を強化することは，

各国にとって国際競争で優位に立つために有力

であるとの認識が国際的に高まってきた。日本

では，平成14（2002）年７月に知的財産戦略大

綱が策定された。一方，中国では，WTOの加

盟に伴い，独自の知的財産権を有する企業を育

成し，国際的な市場競争に打ち勝つことを目指

1 ．はじめに

した国策が策定された。中国の改革開放に伴い，

外国の企業は中国に資本を投資するとともに，

自己の知的財産権を中国本土において権利化さ

せていく動きをますます強めてきている。例え

ば，2003年度における中国特許庁への特許出願

（以下で言う特許とは，特に説明しない限り，

実用新案，意匠を含めたものを指す）の件数は

308,487件であり，その内，外国からの出願は

5.7万件を超え，日本からの出願は2.4万件強で

あった。また，2003年に設定登録された特許の

件数は，182,226件であった１）。このように，特

許に対する意識の高まり及び設定登録された権

利の増加に伴い，中国本土での特許侵害訴訟，

特に外国人が当事者となる侵害訴訟は，急速に

増えている。

特許権に基づく差止請求及び損害賠償請求

は，権利が有効であることを前提としている。

しかし，特許権のような行政機関である特許庁

によって設定された権利に基づき，侵害訴訟が

提起された場合には，特許付与における審査は
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必ずしも万全ではないので，被告側の攻撃・防

御手段として，特許庁に無効審判を請求するこ

とが，両国とも，実務上よく利用されている。

中国の知的財産権権利行使の法体系は，日本

と同じように，権利侵害の判断については人民

法院（日本の裁判所に相当）に委ねられ，権利

の得喪については専門技術官庁である国家知識

産権局（日本の特許庁に相当）の専利復審委員

会（日本の審判部に相当）で判断される。

2004年１月15日に行われた，最高人民法院民

三廷（知識産権法廷）と国家知識産権局専利復

審委員会との「特許審判における難問題」に関

する連絡会議の報告によれば，2003年だけで，

専利復審委員会が受理した審判請求の件数は

3,600件であり，復審委員会の審決に不服がある

場合に専属管轄権のある北京市第一中級人民法

院２）に提起された審決取消訴訟は342件もあっ

た。そのうち，無効審判の審決に不服があって

提起された審決取消訴訟は，全体の６割を占め

ている３）。

中国の無効審判及び審決取消訴訟は，日本で

も関心が高く，最近，審決取消訴訟の終審法院

である北京市高級人民法院が下した，「同一発

明を二重出願した場合の権利の有効性」に関す

る行政判決４），「ホンダ技研工業株式会社の意

匠権の有効性」に関する行政判決５）及び「ソニ

ー・コンピュータ・エンターテインメントの意

匠権の有効性」に関する行政判決６）が，日本の

雑誌で紹介された。

一方，日本では，平成15（2003）年改正日本

特許法（平成16（2004）年１月１日より施行）

においても，審判制度の見直しが法改正の重点

とされた。さらに，2004年４月１日より，控訴

審の東京高等裁判所専属管轄化などによる東京

高等裁判所の特別支部として，知的財産高等裁

判所も発足することになった。

以上の状況に鑑み，本稿は，まず，無効審判

及び審決取消訴訟の法的性格に関する日中両国

の制度上の相違を検討し，次に，上記法的性格

の相違による日中両国の無効審判及び審決取消

訴訟の実務における取り扱いを紹介し，最後に，

無効審判，審決取消訴訟の侵害訴訟への影響に

関し，日中両国の対応について検討する。

本稿は，平成15（2003）年改正日本特許法及

び2001年改正中国特許法に基づいている。

一旦付与された特許権に瑕疵がある場合，そ

の特許を無効にし，産業の発達を妨げる原因を

排除することを目的として，日中両国の特許法

では，ともに無効審判制度を設けている。しか

し，この無効審判制度は，単なる行政審判か或

いは準司法手続きたる行政審判かによって，日

中両国では，取り扱いが異なっている。

日本では，当事者系の無効審判は，特許庁審

判部の審判官合議体の職権行使の独立性が保障

される準司法手続たる行政審判とされている。

さらに，審判手続によって生成される審決の機

能を重視し，審決を第一審の判決と同様視して，

いわゆる一審を省略の上，東京高等裁判所を専

属管轄として審決に対する訴えを提起できるも

のとしている７）。ただし，特許審判が審決取消

訴訟の前審手続きかどうかについては，説が分

かれている。

これに対して，中国では，当事者系の無効審

判は，国家知識産権局の専利復審委員会の審判

官による合議体が，審査基準に定められている

「請求による原則［請求原則］，職権による調査

の原則［依職権調査原則］，当事者に弁論機会

保証の原則［聴証原則］，公開の原則」に基づ

いて行われている８）。具体的な無効審判の手続

きとしては，日本の無効審判の手続きと大きな

違いはないが，その審決は，あくまで行政機関

2．1 無効審判

2 ．無効審判及び審決取消訴訟の法的
性格の相違
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たる専利復審委員会が下した行政決定の一種で

あり，審決取消訴訟の第一審と同様視する日本

の無効審判と，法的位置付けの面において異な

る。

審決取消訴訟において，関係者は，審決を下

した行政機関たる特許庁の審判部，請求人及び

被請求人（権利者）の三者が存在している。

日本の現行特許法（昭和35（1960）年４月１

日より施行）では，審決を第一審の判決と同様

視して，いわゆる一審省略の上，東京高等裁判

所を審決に対する訴えの専属管轄裁判所として

いる。そのため，当事者系の審決取消訴訟では，

自己に不利な審決を受けた当事者（審判の請求

人または被請求人）が原告となり，その相手方

が被告となる（日本特許法179条の但し書き）。

特許庁の審判部が審決取消訴訟の当事者とはな

らない。

これに対し，中国の現行特許法では，設立当

初（1985年）から，当事者系無効審判の審決に

対する審決取消訴訟であっても，中国特許法46

条２項「専利復審委員会の特許権無効の宣告又

は特許権維持の審決［決定］に不服がある場合，

その通知を受け取った日から３ヵ月以内に，人

民法院に提訴でき，人民法院は無効宣告請求手

続きの相手側当事者に訴訟に参加できることを

通知しなければならない」の規定により，被告

は，審決を下した専利復審委員会の主任となっ

ている（審査基準では，国家知識産権局の長官

は専利復審委員会の主任を兼任すると定められ

ている）。審決は行政決定の一種であるため，

その審決取消訴訟は，「中華人民共和国行政訴

訟法」が適用され，管轄に関する条項14条，17

条の規定によれば，無効審判に関する審決取消

訴訟の管轄裁判所は，専利復審委員会の所在地

の北京市第一中級人民法院となる。北京市第一

中級人民法院の判決に不服がある場合には，北

2．2 審決取消訴訟

京市高級人民法院に上訴９）し，終審（第二審）

判決を受けることができる。

即ち，中国の審決取消訴訟においては，専利

復審委員会が下した審決に対し，当事者系（無

効審判の審決）と査定系（不服審判の審決）と

を区別せず，一律に一般の行政訴訟の訴訟構造

を採り，審決を下した行政機関たる専利復審委

員会を被告として訴えを提起すべきものとされ

ている10）。

日中両国の無効審判及び審決取消訴訟の法的

性格における相違は，表１のように纏めること

ができる。

表１を見ると，両国の無効審判の法的位置付

けが異なることによって，その審決に不服があ

る場合の審決取消訴訟は，異なる訴訟構造が採

られていることが分かる。

例えば，表１の第２コラムの審決取消訴訟の

管轄裁判所に関しては，日本では，無効審判が

第一審と同様視されているので，東京高等裁判

所の裁判は，実質的に第一審を省略した控訴審

に相当する。日本では，平成８（1996）年の民

事訴訟法の改正によって，最高裁判所への上告

理由が厳しく制限されたことにより，無効審判

の審決に不服がある場合の裁判は，実質的に，

東京高等裁判所における一回の判断のみで終わ

る傾向にある。これに対して，中国では，無効

審判の審決に不服がある場合，通常の行政決定

と同じように，二回の司法判断が保証されてい

る。本文の冒頭に引用した三つの事例は，すべ

て北京市高級人民法院が下した終審判決であ

り，北京市第一中級人民法院による第一審の判

断と北京市高級人民法院による第二審の判断と

いう２回の司法判断を得た事例である。

なお，表１の第４コラムの審決取消訴訟への

参与に関し，平成15（2003）年改正日本特許法

では，裁判所は，審決取消訴訟事件に関し，審

2．3 日中両国の法的性格の対比
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決を下した特許庁長官の意見を求めることが可

能となるとともに，特許庁長官も裁判所に対し，

意見を述べることが可能となった（日本特許法

180条の２）。

中国の場合，審決を下した専利復審委員会は

当事者（被告）となっているので，相手側の当

事者（請求人又は被請求人）は，申立又は人民

法院の通知によって第三者として審決取消訴訟

に参加することができる（中国特許法46条２項，

中国行政訴訟法27条）。ここでいう「第三者と

して訴訟に参加」とは，当事者の一方を補助す

るために，審決取消訴訟に参加する所謂補助参

加ではなく，独立した訴訟権利を有する独立当

事者参加である11）。第三者として訴訟に参加す

る無効審判の請求人又は被請求人は，審決取消

訴訟において，攻撃又は防御の方法の提出，上

訴の提起ができ，日本行政事件訴訟法22条で定

められている第三者の訴訟参加に相当するもの

と考えられる。

上述した法的性格の相違点は，両国の無効審

判，審決取消訴訟の実務にも影響を及ぼしてい

3 ．法的性格の相違による実務上の取
り扱い

る。以下では，その実務への影響について検討

する。

特許を無効にする制度として，平成15（2003）

年改正日本特許法で，付与後の異議申立制度が

廃止され，無効審判制度に統合されることにな

ったが，中国では2001年７月１日より施行され

た第二回目の改正特許法で，付与後の異議申立

制度は廃止され既に無効審判に一本化されてい

る12）。

無効審判の審決は，対世効があり，第三者に

も影響を及ぼすことから，処分権主義ではなく，

職権探知主義が取られているのは，両国の共通

するところである。その典型的な例として，当

事者が申し立てていない理由についても，審判

官が職権で審理することは認められている（日

本特許法153条，中国審査基準第３．２節）。但

し，この場合，その審理の結果を当事者に通知

し，相当の期間を指定して，意見を申立てる機

会を与えなければならない（日本特許法153条

２項，中国審査基準５．３節の（３））ものとされ

ている。

しかし，無効審判を請求する根拠とされてい

3．1 無効審判
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表１　日中両国の無効審判及び審決取消訴訟の法的性格の対比

無効審判
審決取消訴訟の
管轄裁判所

審決取消訴訟
の被告

審決取消訴訟
への参与

訂正
審判

日
　
本

審決取消訴訟の
第一審と同様視

準司法手続きた
る行政審判

東京高等裁判所
（日本特許法178条１項）

h
最高裁判所
（上告審）

当事者系の場合は，審判
の請求人または被請求人
（日本特許法179条但書）
査定系の場合は，特許庁
長官
（日本特許法179条本文）

特許庁長官は，
裁判所に対し，
意見陳述可
（日本特許法
180条の２）

あり

中
　
国

行政官庁の行政
決定である

審査基準に定め
られている行政
規定に基づく行
政審判

北京市第一中級人民法院
（中国特許法46条２項）

h
北京市高級人民法院

（終審）

当事者系と査定系とを区
別せず，審決を下した専
利復審委員会主任
（中国特許法46条２項）

無効審判の相手
側は第三者とし
て審決取消訴訟
に参加可
（中国特許法
46条２項）

なし
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る無効事由や【特許請求の範囲［権利要求書］】

の訂正制限などに関しては，日中両国特許法の

規定には，表２に示すような相違点がある。

（1）無効事由

無効審判請求書の「請求の趣旨」に関し，平

成15（2003）年改正日本特許法では，「特許を

無効にする根拠となる事実を具体的に特定し，

かつ，立証を要する事実ごとに証拠との関係を

記載したものでなけばならない」と明確に規定

されている（日本特許法131条２項）。2001年７

月１日より施行された中国改正特許法実施細則

64条１項では，「無効宣告請求書は，無効宣告

請求の理由を，提出された全ての証拠と関連付

けて，具体的に説明しなければならない。さら

に，各理由の根拠となる証拠を明示しなければ

ならない。」と規定されている。すなわち，両

国ともに，無効審判の請求について，無効事由

とその根拠となる証拠の関係を明らかにするこ

とが要求されている。

無効事由に関し，冒認，共同出願違反のよう

な権利帰属に係る私益的無効事由を除いた他の

公益的無効事由については，両国でほぼ同じで

あると言える。即ち，日本特許法123条１項１

号乃至８号に列挙されている無効事由は，中国

特許法実施細則64条２項に同様に列挙されてい

る。例えば，特許要件違反，不特許事由該当，

先願違反，記載要件違反，新規事項の追加又は

訂正制限違反，条約違反などは，両国の特許法

にともに無効事由として挙げられている。

ところが，日本特許法123条１項２号に規定

されている共同出願違反及び同条１項６号に規

定されている冒認出願違反は，中国特許法では

無効事由とされていない。権利の帰属に関する

共同出願及び冒認出願違反は，中国の司法実務

においては，通常の民事紛争の一類型として，

人民法院又は特許管理機関13）に，確認の訴え又

は申立を提起することによって解決が図られて

いる。権利の帰属が確定するまでの間，当事者

は人民法院又は特許管理機関が発行した受理書

をもって，国家知識産権局に当該特許出願又は

特許権の譲渡，取り下げ，消滅などに関する手

続きの中止を申立てることができる（中国特許

法実施細則86条１項，２項）。権利の帰属に関

する紛争の訴訟又は調停が係属している間にお

けるその出願の審査及び権利の名義変更に関

し，国家知識産権局は別の規定を設けている14）。

なお，迅速な審判手続きの進行を図るために，

中国特許法では，無効審判請求後の無効事由の

追加，又は証拠の補充が，厳しく制限されてい

る。無効審判請求人は，無効審判請求書の提出

日より１ヵ月以内に理由の追加と証拠の補充を

することができるが，その期間が経過した後に，

追加した理由又は補充した証拠に関しては，専

利復審委員会が考慮しなくてもよいこととなっ

ている（中国特許法実施細則66条）。即ち，無
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表２　日中両国特許法に定められている無効審判の対比

無効事由 請求人の適格 審理構造 審理方式 訂正の制限

公益的無効
事由

冒認，共同
出願違反

公益的無効事由は何人も
請求可

冒認，共同出願違反に関
する私益的無効事由は利
害関係人に限られている

当事者対立構造
＋

職権探知主義

公開審理

口頭審理

特許請求の範囲の減縮
誤記，誤訳の訂正
明瞭でない記載の釈明

日
　
本

公益的無効
事由のみ

何人も請求可 同上 同上
請求項の削除，合体に限
られ，明細書，図面の訂
正は原則的に許されない

中
　
国
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効審判提出日より１ヵ月以内であれば，審判請

求人は，無効事由の追加と証拠の補充をするこ

とができる。しかし，１ヵ月過ぎてから追加さ

れた無効事由及び補充された証拠は，日本の平

成15（2003）年改正日本特許法131条の２の２

項で定められているような，請求理由の要旨を

変更する訂正が認められる絶対条件（その請求

理由の訂正によって審理が不当に遅延する恐れ

がないこと）及び該当性（特許権者による訂正

請求，又は合理的理由の存在，かつ被請求人の

同意）を充足していたとしても，審理で考慮さ

れることはないので，この点，実務に携わる

方々は，特に注意する必要がある。

（2）訂正の制限

一旦公告された【特許請求の範囲】は，無効

審判において，拡張されたり，実質変更された

りすることを許すと，第三者に不測の不利益を

与え，特許制度の趣旨にも反することになるの

で，一旦公告した権利に対し，その後の訂正に

「一定の制限」を加えることは，権利者と第三

者とのバランスを調整する手段として，両国と

もに採用されている。しかし，どこまで「一定

の制限」を加えるべきかに関し，日中両国の取

り扱いは，若干異なっている。

表２の第５コラムに示すように，日本では，

権利者は無効審判の請求に対し，訂正を請求す

ることによって，【特許請求の範囲】の減縮，

誤記又は誤訳の訂正，明瞭でない記載の釈明に

限って，訂正することができる。そのため，詳

細な説明において開示されている内容を請求項

に加えることが，【特許請求の範囲】を拡大し

ない限り許される。

これに対し中国では，無効審判の請求があっ

た場合，専利復審委員会は，その無効審判請求

書の写しを被請求人（権利者）に送達し，指定

期間内（通常，１ヵ月）に意見を述べる機会を

被請求人（権利者）に与えなければならない

（日本特許法134条に近い規定である）。この場

合，発明又は実用新案の権利者は，【特許請求

の範囲】を訂正することはできるが，明細書及

び図面を訂正することはできない（中国特許法

実施細則68条）。

【特許請求の範囲】を訂正する際に，請求項

の主題の変更（例えば，装置請求項を方法請求

項に変更すること）や，保護範囲の拡大となっ

ていないことが絶対要件とされている。さらに，

元の【特許請求の範囲】に含まれていない内容

を，それが詳細な説明において開示されている

ものであっても，請求項に加えることは，例え

請求項の減縮であっても，基本的には認められ

ない。この点は，日本の無効審判における訂正

の実務とかなり異なっている。

この訂正における制限からみれば，中国のプ

ロセキューション（権利取得）の実務において

は，できるだけこまめに階層型請求項を設けて

おくことが望まれる。

中国の審決取消訴訟は，行政決定としての審

決に法律，法規の適用が正しいか否か，手続き

が法に違反していないか，越権行為がされたか

否かについて審理し判断を行うものである。人

民法院は，専利復審委員会の行政決定で示され

ていなかった論点について，原告の訴訟上の請

求があっても判断をすることはできない15）。こ

の点は，日本の所謂審理判断説16）とよく似てい

るのではないかと思われる。即ち，審決取消訴

訟の内，特許を無効とする審決があった場合，

審決の無効事由として採用したものだけが論点

となる。例えば，新規性又は進歩性が争点にな

っている事件について，被告（審判請求人）が

追加的又は予備的に，新たな引例に基づく主張

や立証をすることはできない。なお，無効請求

が成り立たないとする審決があった場合には，

無効審判請求の理由として主張された無効事由

3．2 審決取消訴訟
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のすべてが論点となる。

なお，中国では，行政訴訟は，民事訴訟と違

って公益性が高いため，民事訴訟法の弁論主義

が適用されない。中国の審決取消訴訟は，行政

訴訟であるため，被告（専利復審委員会）は，

訴状が送達された日より10日以内に，その行政

決定を下した理由，根拠としていた証拠，関連

の行政法規及び答弁書を人民法院に提出しなけ

ればならない。行政訴訟においては，被告が原

告及び証人に証拠収集をしてはならない（中国

行政訴訟法23条）。法廷審理において和解は適

用されない（中国行政訴訟法50条）。原告が自

ら提訴を取り下げ，又は被告の行政決定の変更

によって提訴を取り下げることに同意した場

合，その取り下げの効力が生じるかに関しては，

人民法院が職権で決定［裁定］する（中国行政

訴訟法51条）。

なお，平成15（2003）年日本特許法改正にお

いて改正の重点とされていた審決取消訴訟提起

後の訂正審判の制限に関しては，中国では訂正

審判の制度がないため，審決取消訴訟に入ると，

審決の根拠となる【特許請求の範囲】を一切訂

正することができないことにも留意する必要が

ある。

無効審決が確定した場合，特許権は始めから

存在しなかったものと見なされる（日本特許法

125条，中国特許法47条１項）ので，無効事由

の存否は，侵害訴訟において極めて重要な役割

を果たすものである。侵害訴訟の被告は，原告

に対する対抗策の一つとして，侵害訴訟の根拠

となっている特許権を消滅させるべく無効審判

を請求することが実務上少なくない。日中両国

の特許制度は，ともに，特許権の付与・消滅に

4．1 無効審判の侵害訴訟への影響

4 ．無効審判及び審決取消訴訟の侵害
訴訟への影響

関しては特許庁の専権事項であって，権利侵害

に係る私人間の紛争に関しては，裁判所が民事

手続きに基づき解決を図るとの法体系が採られ

ている。同じ特許権を巡って，侵害訴訟と無効

審判が別個独立の手続きとして進行することに

なる。この場合，係属中の侵害訴訟を無効審判

の請求によって中止すべきか否かに関しては，

日中両国の裁判実務において，ともに頭を悩ま

す問題となっている。

条文上，両国ともに侵害訴訟を審理する裁判

所は，無効審判の審決が確定されるまでその訴

訟手続きを中止することができる（日本特許法

168条２項，中国最高人民法院司法解釈17）（2001）

21号「特許紛争案件審理に適用される法律の若

干の問題に関する規定」の８条乃至11条）と規

定されている。

しかし，無効審判の審決が確定されるまです

べての手続を尽くした場合を考えると，日本で

は，特許庁審判部による無効審判，東京高等裁

判所による審決取消訴訟を経て約２年乃至３年

以上かかり，中国でも，国家知識産権局復審委

員会による無効審判，北京市第一中級人民法院

による第一審と北京市高級人民法院による第二

審（終審）の審決取消訴訟を経て少なくとも２

年乃至３年以上かかるのが現状である。無効審

判手続が遅れると，係属中の侵害訴訟も遅延し，

裁判の迅速化に反する結果となりかねない。

以下では，無効審判が請求された場合，その

侵害訴訟は中止されるか，さらに，侵害訴訟の

請求権の根拠となる特許に明らかな無効理由が

ある場合に，侵害訴訟を審理する裁判所はどの

ように対応するかについて，検討する。

（1）無効審判が請求された場合，その侵害

訴訟は中止されるか

日本では，特許の場合，特許法168条２項に

「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命

令の申立があった場合において，必要があると
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認めるときは，裁判所は審決が確定するまでそ

の訴訟手続きを中止することができる」という

規定がある。実用新案法は，40条２項に同様の

規定を設けており，また，意匠法52条は特許法

168条を準用している。

中国では，実用新案権及び意匠権は，形式審

査のみで登録される権利であるため，権利の安

定性が発明特許に比べて，比較的低いといえよ

う。これらの安定性の低い権利に基づき提起さ

れた侵害訴訟では，いったん相手側が無効審判

を請求すると，無効となる可能性が高い。そう

はいっても，一律に中止すると，侵害訴訟は不

当に遅延されるおそれがある。この状況に鑑み，

最高人民法院は，司法解釈（2001）21号を出し

て，権利の安定性に着目し，以下に示すような

基準で無効審判と侵害訴訟の関係を調整してい

る。

① 発明特許権：実体審査を経て設定登録さ

れた権利であるため，被告が答弁期間（中国に

経常住所がある場合，15日となり，中国に経常

住所がない場合30日となる）内に無効審判を請

求しても，侵害訴訟は，基本的に中止されな

い。

② 実用新案権，意匠権：形式審査のみで設

定登録された権利であるため，被告が答弁期間

内に無効審判を請求した場合，侵害訴訟は基本

的に中止される。

③ 専利復審委員会の審判を経て維持された

実用新案権及び意匠権：審判を経て維持された

権利となり，権利の安定性が比較的高いため，

被告が答弁期間内に無効審判を請求しても，侵

害訴訟は，基本的に中止されない。

なお，中国の無効審判の実態は，国家知識産

権局の2000年の年度報告の統計データ18）によれ

ば，専利復審委員会に無効審判を請求した件数

の内，実用新案権，意匠権が95％以上を占めて

いる。実用新案権，意匠権に基づく侵害訴訟に

は，被告が中止の申立権を濫用し，無効審判を

請求することによって侵害訴訟を遅らせるケー

スが多かったため，2001年７月１日より施行さ

れた改正特許法では，実用新案権の調査報告書

制度が導入された19）。実用新案権の調査報告書

に，当該実用新案権の三性（新規性，進歩性，

実用性）に関し，肯定的な評価がなされた場合，

侵害訴訟は中止しなくてもよい（司法解釈

（2001）21号第９条）。要するに，中国で侵害訴

訟を中止するか否かの判断は，権利の安定性が

重要なパラメータとなり，法的安定性の高い権

利については，審決を待たずに，それを有効な

権利として侵害訴訟が続行され，法的安定性の

低い権利については，権利の有効性が確定され

るまで侵害訴訟を中止する，との運用がなされ

ている20）。

（2）特許に無効理由が存在することが明ら

かな場合，侵害訴訟を審理する裁判所

の対応

かつて，日中両国とも，侵害訴訟を審理する

裁判所が特許の無効理由を判断することができ

ないとし，無効理由が存在する場合，特許庁へ

無効審判を請求する２本立ての法体系が採用さ

れていた。

しかし，日本では，平成12（2000）年４月11

日の最高裁の「キルビー特許事件」上告審判決

（民集54巻４号1368頁）以降，侵害裁判所が特

許無効理由を判断し，無効であることが明らか

である場合には，特許権者の訴訟上の請求を権

利濫用であるとして請求棄却する判決が相次い

で下されている21）。

これに対し，中国では，従来の２本立ての法

体系をまったく崩さず，侵害訴訟を審理する人

民法院が特許の有効性を判断する権限がないこ

とを厳守している。

しかし，侵害訴訟において，侵害対象製品等

が明らかに公知技術を採用したに過ぎない場

合，何らかの形で非侵害を認めるべきものとし
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て，自由技術による抗弁が認められている22）。

この自由技術による抗弁は，日本の公知技術抗

弁説23）に近いものと考えられ，中国の裁判実務

において，被告が権利無効の抗弁を主張できな

い（復審委員会に無効審判を請求するしかない）

が，自己の実施している技術が公知技術である

ことを立証できれば，特許権が有効か否かとは

関係なく，非侵害と認定された事例は幾つか存

在している。但し，自由技術による抗弁は，侵

害対象製品等の構成要件の特徴を直接に反映す

る一件の公知技術（同一または実質的同一）で

なければならず（新規性の欠如），複数の公知

技術を組み合わせることによって容易に想到で

きる場合（進歩性の欠如）では認められない。

この点においては，日本より厳しいと思われ

る。

日本では，侵害訴訟の途中で特許庁の無効審

決が出されると，審決取消訴訟が提起されても，

侵害訴訟の審理を中止する場合が多いようであ

る24）。

これに対し，中国では，専利復審委員会が下

した審決が確定されておらず審決取消訴訟に進

んだ場合，その侵害訴訟は中止されるべきかに

関し，中国特許法及び司法解釈には何らの明文

規定もない。この新たな問題に関し，最高人民

法院は，2003年４月15日に，江蘇省高級人民法

院の「特許権を無効又は維持する審決について

審決取消訴訟が提起された場合，その侵害訴訟

は中止されるべきか」の問合せに関し，（2002）

民三他字第８号通達（司法解釈の一種）におい

て，以下のように回答している。

「侵害訴訟の審理において，当事者は専利復

審委員会が下した無効を宣告する審決或いは権

利を維持する審決を不服として，出訴期間内に

人民法院に行政訴訟を提起した場合，侵害訴訟

を審理する人民法院は，その侵害訴訟を中止し

4．2 審決取消訴訟の侵害訴訟への影響

なくてもよい。但し，既に提出された証拠資料

に基づき侵害訴訟の審理結果がその行政訴訟の

判決と相反する恐れがある場合，当事者の申立

てにより，侵害訴訟を審理する人民法院はその

侵害訴訟を中止することができる。」

この司法解釈の運用に関して，最高人民法院

の蒋志培判事は，2003年10月に開催された「全

国法院特許裁判実務のシンポジウム」において，

以下のように説明している25）。審決が確定して

いなくても，審決で特許権の有効性について肯

定的な結論（有効）が下された場合，その特許

権の有効性は肯定される可能性が比較的高いの

で，侵害訴訟を審理する人民法院は，審決取消

訴訟の判決を待たずに，審理を進めることがで

きる。しかし，審決で特許権の有効性について

否定的な結論（以下，無効審決と略称）が下さ

れた場合，侵害訴訟を審理する人民法院は，審

決の事実認定及び法律適用を参酌した上で，権

利の安定性について判断し，中止すべきか否か

を決定することができる。この内容は，最高人

民法院が将来司法解釈として公表する法案（第

２案）26）において提案されている（67条）。

上記の司法解釈及び法院の運用から見れば，

中国の無効審判，審決取消訴訟による侵害訴訟

を中止すべきか否かの判断は，「特許権の法的

安定性」が重要なパラメータとなり，殆ど人民

法院の裁量に委ねられることになっているので

はないかと思われる。

なお，日本では，無効審決が確定すると，特

許権は遡及的に消滅し，侵害訴訟の請求権の基

礎が失われ，差止、損害賠償を認容した確定判

決に再審事由が存することになる（日本民事訴

訟法338条１項８号）。原告が既に勝訴して被告

から損害賠償を受け取っていたときには，それ

を不当利得として返還しなければならない27）。

これに対し，中国では，民法通則に不当利得

に関する条文（92条）があるが，特許権に基づ

く侵害訴訟においては，特許権者の悪意により
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他人に損害をもたらした場合を除き，既に執行

された確定判決に対し遡及しない（中国特許法

47条２項）。即ち，中国では，日本と異なり，

原告が勝訴して被告から損害賠償を受け取った

場合，仮に無効審判で特許が無効になったとし

ても，悪意がある場合を除き，既に受け取った

損害賠償金を返還しなくてもよい。

以上，日本の制度との比較を交えながら，中

国の無効審判，審決取消訴訟及びそれによる侵

害訴訟への影響について検討した。特に，中国

の審決取消訴訟は，査定系と当事者系とを区別

せず，通常の行政訴訟の訴訟構造が採用されて

おり，審決を下した専利復審委員会が被告とな

っている点は，日本の審決取消訴訟の訴訟構造

と，根本的に異なっている。

近年，審決取消訴訟が急速に増加するのに伴

い，専利復審委員会は，被告として審決取消訴

訟への出訴に追われている28）。最近，中国の実

務家，学者の間には，審決取消訴訟の法的性格

に関し，如何に諸外国の制度の長所を取り入れ，

短所を補うかに関して活発な議論がされている
29）。しかし，当面は，中国の現行法の枠組では，

審決取消訴訟は通常の行政訴訟と同じに扱われ

ることになる。本稿が，実務に携わっている

方々のご参考になれば，幸いである。

なお，本稿を作成するに当たり，京都大学法

科大学院専任実務家教員松田一弘教授（元日本

特許庁審判部の首席審判官），大阪大学法学研

究科の茶園成樹教授並びに三協国際特許事務所

の小谷悦司所長弁理士から貴重なアドバイスを

頂いた。この場を借りて，心から御礼を申し上

げる。
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